
久留米市新総合計画第4次基本計画とSDGsの関連性一覧

①貧困 ②飢餓 ③保健 ④教育 ⑤ジェンダー ⑥水・衛生 ⑦エネルギー ⑧経済・雇用 ⑨産業・技術 ⑩不平等 ⑪持続都市 ⑫消費・生産 ⑬気候変動 ⑭海洋資源 ⑮陸上資源 ⑯平和 ⑰実施手段

Ⅰ　誇りがもてる美しい都市 １　四季と歴史が見えるまち （１）季節感あふれる水と緑の空間の創出 ●

（２）魅力ある歴史資源の活用 ●

２　快適な都市生活を支えるまち （１）ネットワーク型のコンパクトな都市の形成 ● ●

（２）快適な都市環境の確保 ● ● ●

３　外で活動したくなるまち （１）集い、楽しむ空間の創出 ●

（２）快適な移動環境の形成 ●

４　環境を育み共生するまち （１）低炭素・循環型社会の構築 ● ● ● ● ●

（２）自然環境の保全と生活環境の向上 ● ● ● ● ● ● ● ●
Ⅱ　市民一人ひとりが輝く都市 １　人権の尊重と男女共同参画が確立されたまち （１）人権意識の確立と人権擁護の推進 ● ● ● ● ● ●

（２）男女共同参画の推進 ● ● ● ● ● ● ●

２　安全で安心して暮らせるまち （１）総合的な危機管理の強化 ● ●

（２）暮らしの安全対策の推進 ● ●

３　心豊かな市民生活を創造するまち （１）創造的な文化芸術活動の推進 ● ●

（２）生涯学習・スポーツの振興 ● ● ●

４　多様な市民生活が連帯するまち （１）地域コミュニティの活性化 ● ● ●

（２）市民活動の活性化 ● ● ●

５　子どもの笑顔があふれるまち （１）安心して産み、育てられる環境の充実 ● ● ●

（２）子どもの健やかな育ちの保障 ● ● ● ●

（３）未来へつながる教育と学びの充実 ● ●
（４）安心して学べる教育環境づくりの推進 ● ●

６　健康で生きがいがもてるまち （１）こころと体の健康増進 ●

（２）保健医療体制の充実 ●

（３）高齢者・障害者の社会参加の推進 ● ●

７　お互いのやさしさと思いやりの見えるまち （１）支え合う地域づくりの推進 ● ●

（２）高齢者・障害者福祉の充実 ●
（３）生活困窮や子どもの貧困対策の充実 ● ● ● ● ●

Ⅲ　活力あふれる中核都市 １　知恵と技術を創造するまち （１）多様な地域産業の創出と振興 ● ● ● ●

（２）魅力ある農業の振興 ● ● ● ● ●
（３）多様な人材が活躍する労働環境の整備 ● ●

２　アジアに開かれたまち （１）学術研究都市づくりの推進 ● ●

（２）国際性豊かな地域づくりの推進 ● ●

３　人と情報が行き交うにぎわいのあるまち （１）にぎわいと憩いの創出 ●

（２）魅力ある観光の振興 ● ●

４　拠点都市の役割を果たすまち （１）シティプロモーションの強化 ●

（２）高度医療都市の推進 ●

（３）都市間連携の推進 ●
Ⅳ　基本計画推進に当たって １　協働によって築かれるまち （１）市民との協働の推進 ● ● ● ●

２　機能的でコンパクトな行政経営を進めるまち （１）効率的で質の高い行財政運営の推進 ● ● ●

（２）変革に対応できる職員の育成 ● ● ●

（３）計画行政の推進 ● ●

施策の方向都市の姿 施策
SDGｓゴール

⑮陸の豊かさを守ろう

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する

持続可能な消費生産形態を確保する

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

⑭海の豊かさを守ろう

⑯平和と公正をすべての人に

⑰パートナーシップで目標を達成しよう

【SDGｓゴール】

①貧困をなくそう

②飢餓をゼロに

③すべての人に健康と福祉を

④質の高い教育をみんなに

⑤ジェンダー平等を実現しよう

⑥安全な水とトイレを世界中に　

⑦エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

⑧働きがいも経済成長も

⑨産業と技術革新の基盤を作ろう

⑩人や国の不平等をなくそう

⑪住み続けられるまちづくりを

⑫つくる責任、つかう責任

⑬気象変動に具体的な対策を

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

内容

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のために、海・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

国内及び各国家間の不平等を是正する


